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行動のポイント

年末年始は、未成年者が酒類・たばこを購入しようとする事例が多くな

ります。「年齢確認」を徹底して、成人と確認できない場合は毅然と販

売をお断りしましょう。

←確認したら

サインしましょう
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　　ＳＳ活動通信　　　ＳＳ活動通信　11月号月号
4月 未成年者飲酒･喫煙防止対策 7月 青少年健全育成 10月 防犯対策 1月 未成年者飲酒･喫煙防止対策

5月 SS活動ﾂｰﾙの再確認 8月 未成年者飲酒･喫煙防止対策 11月 地域安全対策 2月 防犯対策

6月 防犯対策 9月 防災対策 12月 防犯対策 3月 防災対策

年間

計画

＜年齢確認が出来る証明書＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年(平成27年)

１９９５年（平成７年）生まれで誕生日を迎えた方が２０歳以上です。

運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳又は年金証書、パスポート、在留カード又

は特別永住者証明書、各種福祉手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳） 、

学生証など　　※いずれもコピーは不可　ＪＦＡ統一ガイドライン

【【SS TopicsSS Topics】】ＳＳ活動がスタートし、１０周年を迎えますＳＳ活動がスタートし、１０周年を迎えます。

　　　　活動１０周年を機にＳＳ活動宣言ポスターが刷新されました。

　　今後も社会責任の一環として『安全・安心なまちづくりに協力』と

　　『青少年環境の健全化への取り組み』をより推進頂けますよう、

　　よろしくお願いいたします。

　徹底しましょう！「年齢確認」　徹底しましょう！「年齢確認」

　　　お酒・たばこと成人向け雑誌　　　お酒・たばこと成人向け雑誌 　年齢確認

酒類・たばこを未成年者に販売した場合、「販売

した従業員」も最高５０万円の罰金を科せられる

ことがあります。

成人向け雑誌は表示板を付け区分陳列を徹底し、１８歳未満と思われるお客様

が購入しようとした際には証明書による「年齢確認」を実施しましょう。


